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はじめに    

 

昭和 36 年の国民皆保険達成以降、我が国の医療保険制度は、国民誰も

が、いつでも、どこでも、等しく医療機関にかかり必要な医療を受けるこ

とができるような体制整備を目指してきた。そして、国民の平均寿命の伸

長や健康水準の向上に大きく寄与してきたが、その国民皆保険体制を支え

る基盤が国保はもとより医療保険制度全体の安定にあることは言うまで

もない。 

しかし、人口構造や社会経済情勢の変化に伴い、国保制度を始めとする

医療保険制度における様々な問題が顕在化し、その安定的な運営が危ぶま

れるようになった昭和 50 年代半ば以降、頻繁に制度改正が繰り返される

ようになった。 

こうした中、本会をはじめとする国保関係団体は、給付と負担の公平を

図り、安定的で持続可能な制度運営を可能とするため、すべての国民を対

象とする医療保険制度への一本化を主張してきた。しかし、これまでのと

ころ抜本改革の名に値する改革は行われておらず、医療保険制度なかんず

く国保制度の抱える問題はますます深刻化し、その解決は今や一刻の猶予

もならないものとなっている。 

現在、平成 15 年３月に閣議決定された「医療保険制度体系及び診療報

酬体系に関する基本方針」に基づき、次なる改革の検討が厚生労働省を中

心に進められているが、本会としては、このような状況に鑑み、国民皆保

険体制の基盤たる国保制度の今後の在り方と、それを踏まえた医療保険制

度改革の具体的方策について、本会の医療保険制度改革検討会議を中心に、

昨年４月以降１年にわたり議論を重ねてきた。 

本意見は、その結果を取りまとめたものである。 
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第１章 国保制度の現状と課題 

１ 国保の構造的問題等について 

高齢化の進行、高度医療技術の進歩等により、老人医療費を中心とする

国民医療費は年々増大する一方、長引く経済の低迷により保険料収入が伸

び悩むなど、各医療保険制度は厳しい財政状況におかれている。 

とりわけ、国保は、被用者保険に属さないすべての者を対象とすること

で国民皆保険体制の最後の砦として大きな役割を果たしてきているが、そ

れ故に、被用者保険以上に社会経済情勢の影響を受けやすく、赤字増大を

続けている。その運営は、既に制度疲労による破綻状況にあると言っても

過言ではない。 

国保が抱えるこうした問題は、各被用者保険が先に創設され、国保が後

から整備されてきたという我が国の医療保険制度の歴史的経緯から、保険

制度として成立しにくい自営業者や高齢者、無職者が国保に集中すること

に起因する構造的なものであり、近年に至ってそれがますます深刻化した

ものとして捉えることができる。 

例えば、平成 13 年度における老人保健対象者（70 歳以上）等を除いた

一人当たり医療費は、国保が 16 万４千円であるのに対し、政管健保 12 万

１千円、組合健保 10 万３千円と格差がある。その要因としては、主に国

保の年齢構成が高いことが挙げられる。 

また、同じく平成 13 年度における加入世帯の保険料率は、国保 10.2％、

政管健保 6.7％、組合健保 4.6％と、国保が著しく高くなっている。この

要因は、国保被保険者における職業構成の割合が大きく変化してきている

ことにある。現在、国保被保険者に占める無職者の割合は 50％強となって

いる一方、制度発足時（昭和 36 年）に 24.2％を占めていた自営業者は平

成 14 年度に 17.3％に減少し、44.7％を占めていた農林水産業者に至って

は 4.9％まで減少している。特に近年は、高齢者（年金受給者）の増加は

勿論のこと、職を持たない若年者やリストラ等による被用者保険からの流

入者の増加が目立っている。 

以上のような状況の下で、市町村は、国保保険料（税）の収納率向上に

向けた懸命な努力を続けているが、構造的問題が一段と厳しさを増す中、

近年の低迷する経済情勢の煽りも受けて、収納率は全体的に低下傾向にあ

る。 
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このように、国保は、国民皆保険体制の維持のため、被用者保険に加入

していない国民を原則としてすべて被保険者として受け入れることを宿

命づけられているため、我が国の医療保険制度が直面する問題点が国保制

度に最も集約的に現れることとなるのである。 

 

２ これまでの制度改正について 

前述のとおり、国保は被保険者に高齢者等が多いため、医療費が増大し、

被用者保険と比べ保険料が高い。そのため、国保財政の安定化を図ること

を目的として、老人保健制度（昭和 58 年～）や退職者医療制度（昭和 59

年～）が創設されるとともに、保険基盤安定制度や財政安定化支援事業の

導入などの制度改正が行われ、またその間、社会的入院を解消することを

目的の一つとして介護保険制度（平成 12 年～）が創設された。 

老人保健制度は、制度間・保険者間の財政調整を図ることを主たる目的

の一つとして創設されたが、これは結果的に、老人医療費拠出金を巡る被

用者保険と国保との対立の構図を生み出すこととなった。 

また、退職者医療制度については、発足当初、同制度へ移行する対象者

数について国の大幅な見込み違い等があったため、国保財政は重大なマイ

ナス影響を受けることとなった。 

老人保健制度、退職者医療制度ともに施行後 20 年余が経過し、近年、

少子高齢化が予想を上回る勢いで進むなど社会経済情勢が変化したため、

国保・被用者保険両制度間の被保険者の年齢構成や所得面における乖離が

一段と広がりつつある。しかし、医療保険制度全体を通じた抜本的な改革

はなされてきておらず、国保を始めとする医療保険制度の中長期的に安定

した運営の実現という課題は、依然として未解決のままである。 

 

３ 一般会計からの巨額の繰入れについて 

本来、国保の運営は、国民皆保険を支える医療保険制度として、保険料

収入と国庫負担金で賄われるべきものであるが、保険料率は既に限界に達

しており、これ以上引き上げることは困難な状況にあるため、多くの市町

村では、やむを得ず一般会計から国保特別会計へ巨額の繰入れを行い、破

綻を凌いできているのが実態である。平成15年度における赤字繰入額は、

全国ベースで約 3,830 億円に達している。また、法定分・法定外分を合わ
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せた一般会計からの繰入金は 10 年前と比べて倍増し、実に１兆円を超え

る負担を強いられている。 

しかし、それにもかかわらず、単年度の収支で見た場合、国保全保険者

のうちの約４分の３が、一般会計からの繰入れを行ってもなお赤字となっ

ている。  

長い間、国は市町村の一般会計、すなわち一般住民の税負担からの赤字

繰入れを当然のこととして受け止め、市町村の財政負担に対する地方財政

措置もせず、このような状態を放置してきたが、既に市町村国保の財政は

限界に達している。国の漫然とした対応は、これ以上許されない。一刻も

早く、医療保険制度本来の姿に立ち返り、市町村が一般会計繰入れを強い

られることなく、保険者として自立的な財政運営を行うことが可能となる

よう、制度全般の抜本改革及び国保の財政基盤強化のための緊急措置を講

じる必要がある。 

 

第２章 医療保険制度の一本化 

１ 一本化の方策について 

 （１）段階的一本化 

憲法が保障する「法の下の平等」の視点に立ち、給付と負担の公平を図

るとともに、安定的で持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国

民皆保険体制を堅持することを国の方針とする以上、そのために必要な抜

本改革は、当然、国の責任において実施されるべきである。 

本会など国保関係団体は、従来から「国を保険者とし、すべての国民を

対象とする医療保険制度への一本化」を主張してきた。国の方針を実現す

る上からも、この方策が最も明快であり、国民にとって解りやすい。 

その具体的なアプローチとしては、医療保険制度ごとに統合した上で、

最終的に制度区分を廃止し一本化する方法や、各制度を都道府県ごとの保

険者に再編・統合した上で一本化する方法が考えられよう。 

しかしながら、こうしたアプローチによる一本化を直ちに実現すること

が困難であるとするならば、国は、将来の一本化を見据えつつ、当面はそ

れに資するよう、以下に述べる諸方策の着実な推進に努めるべきである。 

（２）基本方針の位置付け 
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平成 15 年３月に閣議決定された「医療保険制度体系及び診療報酬に関

する基本方針」において、政府は、①保険者の再編・統合、②新しい高齢

者医療制度の創設などの考え方を示した。 

本会としては、前者については、「国を保険者とし、すべての国民を対

象とする医療保険制度への一本化」に至る道筋と位置付けているが、後者

については、一本化の考え方からして、被保険者集団の分断につながるよ

うな高齢者医療制度を新たに創設する必要はないと考える。但し、国が検

討している高齢者医療制度のうち、「独立保険方式」の案が示されている

75 歳以上の後期高齢者については、その保険者を国が担うのであれば、こ

れもまた保険者面における「医療保険制度の一本化」への道筋と位置付け

られないこともない。 

いずれにせよ、本会としては、基本方針に示された改革の方向性につい

ては、より具体的な改革内容が明らかになった段階において、それが将来

的な医療保険制度の一本化に資するかどうかという観点から評価を行っ

ていきたい。しかし、少なくとも、現在、国保と介護保険の両保険者とし

て、極めて深刻な財政運営に直面している市町村が、第三の保険として高

齢者医療制度の保険者を担うことは、到底困難であることは付言しておき

たい。 

なお、現在、医療保険制度改革や社会保険庁改革の検討の中で、政管健

保については、都道府県単位に分割し、新しい組織に移行する議論がなさ

れているが、これらも視野に入れる必要がある。 

 

２ 一本化が実現するまでの間の財政調整等について 

（１）財政調整の仕組みの導入    

  ① 一本化の理念に通じる財政調整 

高齢者や無職者等が国保に集中するといった構造的問題から生じる医

療保険制度間の財政格差を是正するためには、そもそも加入者集団の枠組

みを変える必要があるが、本会は、その根本的な解決方法として、医療保

険制度の一本化を主張している。しかし、制度を一から設計し直すことや

現行の保険制度の組織を再編成することは、一朝一夕にできるものではな

い。 
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そこで、当面の措置として、現行の組織の枠組みを維持しながら、一本

化の理念である公平な給付と負担の実現を図るべく、制度間の財政格差を

是正するための財政調整の仕組みを導入する必要がある。 

その際、近年、医療費の増大が保険財政を圧迫している中、医療費の適

正化を図ることが保険者の役割として期待されていることに留意する必

要がある。また、財政調整の導入に当たり、財政状態のよい保険制度が、

財政的問題を抱える保険制度の保険者の責任に帰するべき要因について

尻拭いをすることになるという不満を持つことがないようにすることが

必要である。そのためには、①保険者への適切な医療費抑制のインセンテ

ィブ、②公平な給付と負担のルール、③一本化に向けての合意形成、の３

つの要請に応えていくよう検討することが重要である。 

  ② 制度間における財政調整の要因 

財政調整の仕組みの導入に当たり、「年齢構成」及び「所得状況」につ

いては、保険者の責任に帰するべき要因ではないため、これらの要因で生

じている財政格差については制度間で財政調整を図る必要がある。また、

保険者の責任に帰すると考えられる要因で生じている財政格差について

は調整せず、各保険の保険料の差に反映させるべきである。 

   これは、国民が、個人の職業や居住地によってどの保険に加入するかが

ほぼ自動的に決まるためであって、国保の各保険者について言えば、国民

皆保険体制を維持するため、高齢者、低所得者あるいは健康に問題のある

者の加入を拒むことができない。つまり、年齢構成の違いから生じる保険

給付費の格差や、保険料負担能力の違いから生じる保険料収入の格差は、

各保険者の自助努力で解消できるものではないため、財政調整を行う要因

とする必要がある。 

   一方、年齢要因で説明できない医療費の地域間格差は存在するものの、

地域における医療費適正化の取組みを更に進めるためにも、医療費の地域

間格差は財政調整を行う要因とはせず、また、実際の保険料収入を基準に

財政調整を行うと、各保険者の収納率の格差が財政調整されてしまうこと

となるので、収納率格差も財政調整を行う要因とはしない。 

  ③ 国保における財政調整措置の整理・拡充 

 以上のような制度間における財政調整の検討と併せ、国保における財政

調整措置の整理・拡充を進める必要がある。 
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現在の国保には、財政調整交付金、財政安定化支援事業、保険基盤安定

制度、高額医療費共同事業、高医療費市町村における運営の安定化事業等

の財政格差を是正するための各種の制度が存在するが、今回更に都道府県

財政調整交付金の仕組みが導入されることとなり、それぞれの制度の目的

が重複し合い極めて解りにくくなっている。国保加入者がどの自治体に居

住しても公平な負担をしていると感じられるよう、制度を透明で簡素なも

のにするべく、これら各種の制度を見直し、財政格差を是正するための新

しい財政調整交付金に整理する必要がある。 

   新しい財政調整交付金では、保険者の責任に帰さない要因を調整すると

いう原則に立ち、財政調整額は保険者の努力で左右されない要素により計

算するべきである。 

④ 国保保険料（税）の賦課方式等の統一化 

財政調整の仕組みの導入に当たっては、国保制度における保険料（税）

賦課方式等の統一化に向けて整理していく必要がある。 

現在の国保保険料（税）は、一定の設定方法が定められている介護保険

料（第１号）と違い、地域的な実情等により、保険者ごとに賦課方式が異

なっている。その結果、国保の被保険者が隣町に移り住むだけで、保険料

が倍になるといった事態が起こり得る場合もあり、国民に、制度に対する

不信感・不公平感を与える要因となっている。 
もちろん、前述の医療保険制度の一本化や新たな財政調整の仕組みの導

入などを通して、保険者の財政基盤を安定させることが重要であるが、併

せて、保険料賦課方式を統一化することも必要である。 
賦課方式の統一は、地域住民への影響も大きいことから、多面的な検討、

慎重な議論をしていく必要があることは言うまでもない。しかし、医療保

険制度の一本化を見据えた場合、被用者保険との整合性がとれるよう、賦

課方式を統一化することが、国民にとって最も公平で解りやすい上、事務

コストの効率性が高まる方法と言える。 
資産割の賦課については、直接の収入を生み出さない資産に国保料（税）

を賦課することに対して、問題点が指摘されている。また、応益割につい

ては、所得が一定以下の場合は、保険料を減額することになり、実質的に

応能負担に転換していると言える。以上のような点を考慮すると、賦課方

式を所得割に一元化することが妥当である。 
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また、現在、保険料と保険税が並存しているが、国保の社会保険方式と

しての性格から「保険料」とすることが妥当である。その場合において、

最低保険料を設定することなどにより、介護保険料と同様にすべての被保

険者に一定の負担を求めることが、公平の理念にかなうものである。 
もとより、保険料の統一を具体的に進めるに当たっては、適切な経過措

置と併せて、国による財政措置が必要である。 

（２）国保の財政基盤強化のための緊急措置    

高齢化の進行等に伴い、国保被保険者における無職者が増加しているこ

とは、負担水準の低い低所得者の増加につながっており、このことが国保

財政の大きな圧迫要因となっている。 

そして、国保の制度上、他の被保険者、特に、中間所得層に皺寄せが及

び、過重な負担を強いることとなってしまうが、現実には、そのすべてを

保険料に求めるわけにはいかず、やむを得ず多くの市町村では一般会計か

ら国保特別会計へ繰入れを行っており、巨額の財政負担を強いられている。 

現行の国保には、財政調整交付金制度のほかに財政安定化支援事業、保

険基盤安定制度等の財政措置が講じられているが、それぞれの目的が重複

し合い極めて解りにくく、市町村の大きな財政負担に対する内容も不十分

である。 

国は、国民が等しく必要な医療を受けられる国民皆保険体制を維持する

責任を有しているところであり、その責任において、国保制度の危機脱却

を図るため、緊急措置として、既存の財政措置の大幅な拡充、国保の安定

的運営のために行っている一般会計からの繰入れに対する財政措置等、国

保の財政基盤強化のための抜本的な対策を講じる必要がある。 

（３）低所得者対策    

近年の低所得者の増加は、国保制度において極めて深刻化している。こ

の問題は、当然、国保保険者の責任によるところではないことから、国は、

例えば統一的な保険料軽減制度の創設や国による保険料減免制度の創設

など、低所得者対策確立のための様々な方策を検討・推進し、財政措置を

講じ、国保の基盤強化を図っていくべきである。 

さらに、国は、年金、介護保険等も含め、社会保険制度全体を通じて特

別の配慮を必要とする低所得者の定義を確立した上で、総合的・統一的な

低所得者対策についての抜本的検討を行っていく必要がある。 
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第３章 医療費の適正化等 

医療保険制度の一本化は公正な医療を実現する上で不可欠であるが、そ

れのみでは、社会保険として健全な運営を確保することはできない。今後、

国民医療費は、高齢者医療費を中心として大幅な増加が見込まれることか

ら、より実効性のある医療費の適正化策を検討する必要がある。 

また、国民に良質かつ効率的な医療を提供するとともに、患者から見た

医療費・医療サービスの透明性を高めることが不可欠であることから、医

療技術や医療機関コストなどの適正な評価を前提とした上で、国民に解り

やすい診療報酬体系、薬価基準制度への見直しを図る必要がある。 

さらに、健康づくり等の保健事業については、保険者だけでなく、被保

険者自らが積極的に健康づくりや健康保持に努めるインセンティブが働

くような仕組みを、関係者が連携して構築する必要がある。 

以上のような対応を進める上では、保健事業や情報提供についてのみな

らず、滞納者対策や医療機関への対応も含めて、保険者機能の強化が図ら

れなければならない。そのためには、保険者に機能発揮のための具体的な

権限を付与する制度改正を行う必要がある。 
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おわりに   

 

国保は、国民皆保険達成以来、既に 40 年余りにわたり我が国の医療の基

盤を支えてきた。その国保の運営が危殆に瀕しており、市町村が必死に支え

ているところである。国保の危機は、医療に対する国民の信頼の危機である。  

今回の医療保険制度改革に当たり、関係者が本会の意見を真摯に受け止め、

長期にわたり国民に対し良質な医療を効率的に提供できるような体制を目

指し、改革に向けた建設的な議論がなされることを願ってやまない。 
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１．所得の格差 

 

国保制度は、他制度と比べ、１世帯当たり所得が非常に低いほか、年間所

得をもとに算出した保険料率は高くなっている。 

 

表１ 国保（市町村）・政管健保・組合健保の比較
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２．年齢及びこれに伴う医療費の格差 

（１）年齢階級別加入者数の推移 

 

産業構造の変化や退職したサラリーマンが国保に加入するなどの事情によ

り、国保は高齢者が多く若年の働き手が少ない構造となっている。 

 

図１ 年齢階層別加入者数の推移
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（２）年齢階級別医療費の状況 

 

１人当たり医療費は、年齢の上昇に伴って急激に高まる。国保は高齢者や

中高年者が多いため、１人当たり医療費が高くなる。 

 

図２ 年齢階級別１人当たり医療費の比較（平成 13 年度）
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３．国保の職業構成の変化 

 

国保被保険者の職業構成では、農林水産業の構成割合が大きく減少し、無

職者が増加している。 

 

図３ 国保（市町村）の職業構成の変化
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４．老人医療費拠出金の負担 

 

 老人医療費の負担状況をみると、国保が最も多い拠出金を負担している。

また、加入者１人当たりでみても、国保は最も多い拠出金を負担している。

 

図４ 老人医療費の負担状況（平成 14 年度）

 

 

図５ 制度別加入者１人当たり老人医療費拠出金（平成 14 年度）
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５．保険料賦課方法の制度間の相違 

（１）保険料賦課方法の制度間の相違 

 

 国保の保険料は、前年度の所得を基に賦課されるが、被用者保険では前年

度の給与所得に基づき賦課される。 

 また、国保は被保険者の属する世帯全員の所得の合計を基に賦課されるが、

被用者保険は被保険者本人の給与所得のみを基に賦課される。 

 なお、国保においては、所得割りだけでは必要な保険料総額を賄うことが

困難なため、保険料の賦課上、資産割及び応益割（均等割及び平等割）が取

り入れられている。 

 

図６ 保険料賦課方法の制度間の相違
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（２）被保険者間格差の実例 

 

 同一所得にもかかわらず、被保険者間の保険料負担には大きな格差が生じ

ている。 

 

表２ 保険料負担の比較 
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６．その他 

（１）国保の決算状況 

 

 平成 14 年度の国保（市町村）の決算は、一般会計繰入金（赤字補填を目的

とするもの）を除いた場合、4,188 億円の赤字となっている。 

 

表３ 国保（市町村）の収支状況［退職被保険者分を除く］
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（２）一般会計繰入金の状況 

 

 一般会計からの繰入金は年々増加している。 

 

表４ 一般会計繰入金の年次推移（市町村分）

 

 

 

 

 

 

（単位：億円） 




